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Ⅰ．岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想について 
１．岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想策定の背景と目的 
我が国では、総人口の減少と高齢化が進行する中、高齢者や障害者、妊産婦、子ども連れ、外国人

も含めたあらゆる人が社会活動を営むことができる社会を実現するための環境の整備が求められています。 
平成 6（1994）年には「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律（以下、「ハートビル法」という。）が施行、平成 12（2000）年には「高齢者、身体障
害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（以下、「交通バリアフリー法」
という。）が施行され、平成 15（2003）年 3 月に「和泉砂川駅周辺地区交通バリアフリー基本構
想」を策定しました。その後、平成 18（2006）年にはこの２つの法律が一体となり、「高齢者、障害
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下、「バリアフリー法」という。）が施行され、平成
25（2013）年 3月に「泉南市新家駅周辺地区バリアフリー基本構想」及び「泉南市樽井駅周辺地
区バリアフリー基本構想」を策定しました。 
その後、平成30（2018）年には、このバリアフリー法も改正され、新たな理念規定として、「共生社

会の実現」と「社会的障壁の除去」を明確に位置づけるとともに、国及び国民の責務として高齢者、障
害者等に対する支援が「心のバリアフリー」の重要なポイントとして明記されました。さらに令和 2（2020）
年の改正では「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実等、ソフト対策の取組み推進のほか、公立
小中学校のバリアフリー整備が義務化されました。 
バリアフリー基本構想は、既存の施設のバリアフリー化と、相当数の高齢者、障害者等が利用する旅

客施設、官公庁施設等多様な施設（「生活関連施設」）を結ぶ経路の面的・一体的なバリアフリー化
を図ることを目的としています。面的・一体的なバリアフリー化を図ることにより、高齢者や障害者、妊産婦
等が移動する際、施設を利用する際の利便性や安全性の向上が図られ、誰もが暮らしやすいまちづくり
に繋がります。 
このような社会的背景を踏まえつつ、

大規模商業施設や公園が近接して立
地し、「泉南市立小中学校再編計画」
に基づく（仮称）西信達義務教育学
校の建設検討が進められている岡田浦
駅周辺地区において、「お互いが自然と
助けあえ誰もが暮らしやすいまちづくり」
を進めていくため、泉南市における４地
区目の基本構想として「泉南市岡田浦
駅周辺地区バリアフリー基本構想」
（以下、「本基本構想」とする。）を策
定するものです。  
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【バリアフリー関連の法改正とこれまでの泉南市における基本構想策定状況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

年度 法令 泉南市 
平成6年度 ハートビル法 施行 

建築物のバリアフリー化を促進するための法律 
 

平成12年度 交通バリアフリー法 施行 
駅等の旅客施設や車両等のバリアフリー化を促
進するための法律 

 

平成14年度  「和泉砂川駅周辺地区交通バリアフリー
基本構想」策定 

平成18年度 バリアフリー法 施行 
建築物、旅客施設と車両等、道路、路外駐車
場、都市公園のバリアフリー化を促進するための
法律 
障害者自立支援法 施行 

 

平成23年度 改正障害者基本法 施行  
平成24年度  「泉南市新家駅周辺地区バリアフリー基

本構想」「泉南市樽井駅周辺地区バリ
アフリー基本構想」策定 

平成25年度 障害者総合支援法 施行  
平成28年度 障害者差別解消法 施行  
平成30年度 改正バリアフリー法 施行 

（※平成 30年（一部平成 31年）施行） 
「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」を基
本理念とし、更なるバリアフリー化を推進するた
めに改正 

 

令和2年度 改正バリアフリー法 施行 
（※令和 3年（一部令和 2年）施行） 
公共交通事業者等におけるソフト対策の強化や
心のバリアフリーを推進するために改正 

 

令和3年度 改正バリアフリー法 施行 
公立小中学校等を特別特定建築物に追加 

 

令和4年度 
(令和5年度) 

道路の移動等円滑化に関するガイドラインの
改定 
踏切道での安全対策を追加（踏切道付近の視
覚障害者誘導用ブロックの設置方法等） 

 

令和6年度 改正障害者差別解消法 施行 
事業者による障害のある人への合理的配慮の提
供を義務化 

「泉南市岡田浦駅周辺地区 
バリアフリー基本構想」策定 

 



3 

２．バリアフリー法の基本的枠組み 
バリアフリー法では、国が定める基本方針に基づき、旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害

者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化促進方針（マスタープラン）やバリアフリ
ー基本構想を作成するよう努めるものとされています。 

【バリアフリー法の基本的枠組み】 
 

基本方針（主務大臣）  
  
・移動等円滑化の意義及び目標に関する事項 
・移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置に関する基本的な事項（基準適合義務等） 
・基本構想の指針となるべき事項（重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進） 
・移動等円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動等円滑化の促進に関する事項 
（関係者の責務） 

 
 

関係者の責務  
  
・関係者と協力しての施策の持続的かつ段階的な発展（スパイラルアップ）【国】 
・心のバリアフリーの促進【国及び国民】   ・移動等円滑化に関する情報提供の確保【国】 
・移動等円滑化の促進のために必要な措置の確保【施設設置管理者等】 
 
 

基準適合義務等  
   
  以下の施設について、新設等に際し移動等円滑化基準に適合させる義務 

既存の施設を移動等円滑化基準に適合させる努力義務 
  

  
・旅客施設及び車両等 ・一定の道路（努力義務は全ての道路） 
・一定の路外駐車場 ・都市公園の一定の公園施設（園路等） 
・特別特定建築物（百貨店、病院、福祉施設等の不特定多数又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物） 

 
 特別特定建築物でない特定建築物（事務所ビル等の多数が利用する建築物）の建築等に際し

移動等円滑化基準に適合させる努力義務（地方公共団体が条例により義務化可能） 
 

誘導的基準に適合する特定建築物の建築等の計画の認定制度 
 
 

重点整備地区における移動等の円滑化の重点的・一体的な推進  
  
 
 住民等によるマスタープラン・バリアフリー基本構想の作成提案  

 
 
 
 
 
  

バリアフリー基本構想（市町村）      
   
・旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、
障害者等が生活上利用する施設の所在する一定の
地区を重点整備地区として指定 
・重点整備地区内の施設や経路の移動等の円滑化に
関する基本的事項を記載 等 

  

   
事業の実施   

  
・公共交通事業者、道路管理者、路外駐車場管理者、公園管理者、特定建築物の所有者、公安委員会
が、基本構想に沿って事業計画を作成し、事業を実施する義務（特定事業） 
・基本構想に定められた特定事業以外の事業を実施する努力義務 

 
 
 
 
 
 
  
 

  
支援措置    

移動等円滑化経路協定   
     
 ・公共交通事業者が作成する計画の認定制度 

・認定を受けた事業に対し、地方公共団体が助成
を行う場合の地方債の特例 等 

・重点整備地区内の土地の所有者等が締結
する移動等の円滑化のための経路の整備
又は管理に関する協定の認可制度 

 

 
・市の現状の課題等を踏まえたバリアフリー化の方針の設定 
・バリアフリー化の促進が必要な地区（移動等円滑化促進地
区）の設定 等 

移動等円滑化促進方針（マスタープラン） 
 

市町村、特定事業を
実施すべき者、施設
を利用する高齢者、
障害者等により構成
される協議会を設置 

協議会 
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上位計画等（泉南市） 
 

関連計画（泉南市） 
 

大阪府条例等 
 

 
また、バリアフリー法（第 25 条）の規定に基づき、次に揚げる事項について基本構想に定める必要

があります。 
○重点整備地区の位置及び区域について 
○重点整備地区における移動等円滑化の基本的な方針について 
○生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおける移動等円滑化に関する事項について 
○移動等円滑化のために実施すべき特定事業その他事業に関する事項 

 

３．岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想の位置づけ 
本基本構想は、本市の最上位計画である「第 6 次泉南市総合計画」やまちづくりの計画である「泉

南市都市計画マスタープラン」を踏襲し、その他の関連する計画との整合を図ります。 

【岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想の位置づけ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６次泉南市総合計画 
ちょっとええやん なかなかええやん 

～かんじる つながる ひろがる 
住人十色のまち せんなん～ 

（令和 14（2032）年度目標） 

泉南市福祉のまちづくり推進計画 

泉南市都市計画マスタープラン 

第 2期泉南市子ども・子育て 
支援事業計画 

第 5次泉南市障害者計画 
第 7期泉南市障害福祉計画及び 
第 3期泉南市障害児福祉計画 

泉南市岡田浦駅周辺地区 
バリアフリー基本構想 

踏
ま
え
る 

整合 

１２月 

大阪府福祉のまちづくり条例 
ガイドライン 

大阪府バリアフリー基本構想等 
作成促進指針 

泉南市立小中学校再編計画 

和泉砂川駅周辺地区 
交通バリアフリー基本構想 

泉南市新家駅周辺地区 
バリアフリー基本構想 

泉南市樽井駅周辺地区 
バリアフリー基本構想 
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Ⅱ．基本理念と基本方針、目標年次 

１．基本理念と基本方針 
本市では、平成14（2002）年度に策定された「和泉砂川駅周辺地区交通バリアフリー基本構想」

において定めた基本理念と基本方針を踏襲し、「泉南市新家駅周辺地区バリアフリー基本構想」及び
「泉南市樽井駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しています。この基本理念と基本方針は全市
にかかわる内容であるため、本基本構想においても、この基本理念と基本方針を踏襲します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．目標年次 
西信達小学校と西信達中学校の統合による（仮称）西信達義務教育学校の設立が令和 10

（2028）年度に予定されています。また、本市の最上位計画である「第６次泉南市総合計画」は令
和 14（2032）年度を目標としています。これらを踏まえ、本基本構想においては「第６次泉南市総
合計画」と同じ令和 14（2032）年度を目標年とし、バリアフリー事業を推進します。 

  

【 基本理念 】 
みんなでつくる温もりのあるまちづくり 

【 基本方針 】 
●みんなが歩きやすいみち、語らいの空間としてのみちのネットワー
クを確立します。 

●みんなが利用しやすく、サービスに長けた公共交通機関・生活
関連施設を目指します。 

●みんなの思いやりと、助け合いの気持ちを育みます。 



6 

Ⅲ．重点整備地区及び生活関連施設、生活関連経路の設定 

１．重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路とは 
バリアフリー基本構想では、重点整備地区及び生活関連施設、生活関連経路を定め、バリアフリー

化を推進します。 
 

（1）重点整備地区とは 
バリアフリー化を推進するために、「生活関連施設」や「生活関連経路」を含み、重点的かつ一体

的に推進する地区を「重点整備地区」として定めます。重点整備地区の要件としては、バリアフリー法
第 2 条 24 号に定められており、さらに国の定める基本方針においてその具体的な内容が示されてい
ます。 

【移動等円滑化の促進に関する基本方針による重点整備地区の要件】 

① 配置要件 
・生活関連施設が徒歩圏内に集積している地区 
・当該施設を利用する相当数の高齢者、障害者等により、当該施設相互間の移動が徒歩で
行われる地区であると見込まれること 
・生活関連施設がおおむね 3以上所在すること 
「生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区
であること。」（バリアフリー法 第 2条第 24号イ） 

② 課題要件 
・高齢者、障害者等の徒歩若しくは車いすによる移動又は施設の利用状況 
・土地利用や諸機能の集積の実体並びに将来の方向性 
・想定される事業の実施範囲、実現可能性等の観点から総合的に判断して事業の実施が特に
必要な地区 
「生活関連施設及び生活関連経路を構成する一般交通用施設（道路、駅前広場、通路その他
の一般交通の用に供する施設をいう。）について移動等円滑化のための事業が実施されることが特
に必要であると認められる地区であること。」（バリアフリー法 第 2条第 24号ロ） 

②  効果要件 
・高齢者、障害者等に交流と社会参加の機会を提供する機能、消費生活の場を提供する機
能、勤労の場を提供する機能等、都市が有する様々な機能の増進 
・移動等円滑化のための事業が重点的に、かつ、各事業の整合性を確保して実施されることにつ
いて、実施可能性及び集中的かつ効果的な事業実施の可能性等 
「当該地区において移動等円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な
都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。」（バリアフリー法 第
2条第 24号ハ） 
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（2）生活関連施設とは 
生活関連施設とは、「高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客施設、

官公庁施設、福祉施設その他の施設」のことであり、該当する施設は、市内において鉄道駅、病院、
商業施設、小・中学校等、多数所在しています。これらのうち、基本構想において生活関連施設とし
て定めた施設は、バリアフリー化を図っていく必要があります。 

 

（3）生活関連経路とは 
生活関連経路とは、「生活関連施設相互間の経路」のことであり、生活関連施設の間を結ぶ道

路や駅前広場のほか、建築物内部の通路等も生活関連経路として定めることができます。生活関連
経路においても、基本構想の中で定めた経路は、バリアフリー化を図っていく必要があります。 
なお、本基本構想においては、生活関連施設の中でも、特に利用者の多い施設を結ぶ経路であ

り、道路移動等円滑化基準に適合した整備を図る道路を「生活関連経路」、生活関連経路以外
で生活関連施設を結び、できる範囲でのバリアフリー化を図る道路を「準生活関連経路」として定めま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

重点整備地区 
鉄道駅の周辺、高齢者や障害者、子ども連
れの方等が利用する生活関連施設（官公
庁、福祉施設、商業施設等）が集まったエリ
アで、建築物や道路等のバリアフリー化を重
点的かつ一体的に進めていく地区 

生活関連施設 
鉄道駅等の旅客施設やその周辺（駅からお
おむね半径 1km 圏内）に立地する、官公
庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業
施設、公園等で、多くの高齢者や障害者、
子ども連れの方等が徒歩又は車いすにより
利用すると考えられ、優先的にバリアフリー
化を推進する施設 

生活関連経路 
生活関連施設を結ぶ主要な経路で重点的に
バリアフリー化を図る道路 
（それらの移動は通常徒歩又は車いすで行われ
ること） 
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２．重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路の設定 
設定の考え方を明確にし、岡田浦駅周辺地区における重点整備地区、生活関連施設、生活関連

経路を設定します。 
 

（1）生活関連施設の設定 
鉄道駅や病院、商業施設、教育施設、都市公園、路外駐車場等について、以下の項目のうち、

いずれかに該当する施設を生活関連施設に設定します。 

① 高齢者や障害者だけでなく、多くの人が徒歩又は車いすで利用する施設 
② 高齢者や障害者、子ども連れの方が、徒歩又は車いすで常時利用する施設 
③ バリアフリー化を重点的、一体的に実施することが可能な範囲 

 

【岡田浦駅周辺地区における生活関連施設】 
分類 施設名 備考 

旅客施設 岡田浦駅 ・１日平均乗降者数 2,268人/日※ 

公共施設 泉南市立西信達公民館 
・指定避難所 
・公民館の今後の在り方検討中 

教育施設 

泉南市立西信達小学校 

・(仮称)西信達義務教育学校として統合
予定 
・跡地に立地する施設も生活関連施設とし
てバリアフリーに配慮した計画とする 

泉南市立西信達中学校 
・(仮称)西信達義務教育学校として統合
予定 

幼保連携型認定こども園 西信達くねあ  

西信達保育園 Picco  

商業施設 西信達郵便局  

都市公園・
緑地 

りんくう南浜公園  

りんくう南浜１号緑地  

 ※岡田浦駅の１日平均乗降者数の推移（大阪府統計年鑑、ハンドブック南海） 
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（2）生活関連経路の設定 
以下の項目のすべてに該当する道路を生活関連経路もしくは準生活関連経路に設定します。 

① 生活関連施設相互を結ぶ経路のうち、より多くの人が利用する経路 
② 道路移動等円滑化基準に適合した整備が可能な道路（生活関連経路）、もしくはできる

範囲でのバリアフリー化が可能な道路（準生活関連経路） 

【道路移動等円滑化基準の例】 
・原則歩道を設置し、車椅子使用者がいつでもすれ違えるよう有効幅員 2.0m 以上を確保
（やむを得ない場合は経過措置として 1.5m まで縮小可） 

・横断勾配 1.0％以下、縦断勾配 5.0％以下、横断歩道接続部の段差は 2cm 
・雨天時においても水たまりがないよう雨水を地下に円滑に浸透させることができる舗装 等 

   ※参考︓道路の移動等円滑化に関するガイドライン（R6.1国土交通省） 

【岡田浦駅周辺地区における生活関連経路】 

経路番号 路 線 名 区 間 延長 
(km) 

生
活
関
連
経
路 

Ⅰ 府道 岡田浦停車場線 
府道 大苗代岡田浦停車場線 

泉南市立西信達小学校 
～ 生活関連経路Ⅱ 0.15 

Ⅱ 市道 岡田駅上線 生活関連経路Ⅰ 
～ 生活関連経路Ⅲ 0.13 

Ⅲ 市道 北野岡田湊線 生活関連経路Ⅱ 
～ 泉南市立西信達中学校 0.17 

Ⅳ 市道 りんくう南周回線 りんくう南浜公園出入口 
～ 生活関連経路Ⅴ 0.95 

Ⅴ 市道 市場岡田線 生活関連経路Ⅳ 
～ 府道 泉佐野岩出線 0.31 

生活関連経路 計  1.71 

準
生
活
関
連
経
路 

１ 府道 岡田浦停車場線 
市道 岡田戎海岸線 

生活関連経路Ⅳ 
～ 泉南市立西信達小学校 0.33 

２ 市道 紺谷川明覚寺旧墓地線 幼保連携型認定こども園 西信達くねあ  
～ 準生活関連経路① 0.05 

３ 市道 岡田駅上線 生活関連経路Ⅰ 
～ 泉南市立西信達公民館 0.07 

準生活関連経路 計  0.45 
合計  2.16 

 

（3）重点整備地区の設定 
以下の項目のすべてに該当する範囲で、道路や河川、鉄道等の地形地物のほか、市街化区域

界等を境界として重点整備地区を設定します。 

① 岡田浦駅を中心とした徒歩圏内（おおむね 1ｋｍ圏内） 
② 隣接する樽井駅周辺地区との連続性を考慮した生活関連施設を含む範囲 
③ バリアフリー化を重点的、一体的に実施することが可能な範囲 
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【岡田浦駅周辺地区における重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路】 
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Ⅳ．地区の現状と課題 

１．まち歩き点検・意見交換会による現状と課題の把握 
令和６年度 第２回泉南市岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想策定協議会において、岡田

浦駅や生活関連経路を中心にまち歩き点検・意見交換会を実施することで現状と課題を把握しました。 
 

（1）実施概要 
実施日時 令和 6（2024）年 10月 4日（金）14︓00～16︓30 
対象施設 岡田浦駅、岡田浦駅周辺の生活関連経路・準生活関連経路 

参加者 

学識経験者 2名 
障害者団体代表 5名 
高齢者団体代表 1名 
地域住民代表 2名 
公共交通事業者            3名 
施設設置等管理者 2名 
公安委員会 1名 
アドバイザー 4名 
和歌山大学学生 1名 
介助者 1名 
手話通訳者 2名 
市関係者 12名 
計 36名 

写真 
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（2）意見まとめ 
【岡田浦駅への主な意見】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【岡田浦駅周辺の生活関連経路等への主な意見】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

改札付近 
●料金表や路線図の位置が高い 
●券売機の位置が高い・車いす利用者
は手が届かない、画面が見えにくい 

●券売機の数が少ない 
●音声案内がない 
●駅員が常駐していない・インターホンを
押して話すのはためらわれる 

改札付近 
●狭い、車いすで
は利用できない 

●手すりがない 

トイレ 
●音声案内がない 
●車いすでは利用できない 
●視覚障害者誘導用ブロッ
クがトイレ前で終わっている 

和歌山方面ホーム 
●改札口がない、車い
すでは利用できない 

地下通路・階段 
●車いすでは利用できない 
●階段手すりの点字の位置が奥すぎる 
●階段手すりが短い・手すりの終了部と段の位置が合っていない 
●暗い 
●地下通路の平坦部に手すりがない 
●地下通路に防犯用の角ミラーがない・防犯ブザーがない 

スロープ 
●勾配がきつい 
●手すりがない 

ホーム 
●ひび割れや凸凹が多い 
●視覚障害者誘導用ブロックに柱
が近接している 

●南改札側のホームの幅が狭い 
●女性専用車両や車両出入口の
位置の視覚障害者誘導用ブロ
ック明示がない 

●電車出入口とホームの高さが異
なる 

全体 
●道路が狭い、歩道がない 
●電柱が支障になっている 
●側溝蓋がない、すき間がある、材
質がばらばらで歩きにくい 

生活関連経路Ⅰ・準生活関連経路１ 
●通学路であるが車の通行がある 
●踏切で、車いすの前輪が線路とのすき
間にはまり危険 

●横断勾配がきつい 
●グレーチングが滑りやすい 

生活関連経路Ⅱ・準生活関連経路３ 
●通学路であるが車の通行がある 
●グレーチングの網目が大きい 
●路面が凸凹している 

生活関連経路Ⅲ 
●通学路であるが車の通行がある 
●グレーチングの網目が大きい 
●路面が凸凹している 

準生活関連経路２ 
●路面が凸凹している 
●横断勾配がきつい 
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２．住民アンケートによる現状と課題の把握 
岡田浦駅周辺地区にお住まいの方を対象にアンケートによる調査を実施し、生活関連施設の利用

状況や利用時の交通手段、利用時に困っていることなどを把握しました。 
 

（1）実施概要 
実施期間︓令和 6（2024）年 8月 23日（金）～9月 13日（金） 
実施方法︓紙媒体の郵送配布・郵送回収、WEB 
 

【調査の対象者】 
対象者 

(岡田浦駅周辺地区にお住まいの方) 対象数 備考 

① 3歳以下の乳幼児がいる世帯 150世帯 住民基本台帳により抽出 

② 障害者手帳をお持ちの方 70人 障害者手帳登録より抽出 

③ 15才以上の上記該当者を除く方 780人 住民基本台帳により抽出 

計 150世帯+850人＝1,000  

 
【回収状況】 

対象者 回収数（通、（ ）内は回収率） 
紙媒体 WEB 計 

① 3歳以下の乳幼児がいる世帯 40 24 64（42.7％） 

② 障害者手帳をお持ちの方 33 2 35（50.0％） 

③ 15才以上の上記該当者を除く方 287 49 336（43.1％） 

計 360 75 435（43.5％） 
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（2）結果まとめ 

① 障害者手帳（障害の種類）や要介護認定の状況 
・障害者手帳をお持ちの方や要介護認定を受けている方からも一定数の回答を得ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 年齢層 
・75歳以上の方からの回答を中心に、全年代から回答を得ています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方は、75歳以上が半数を超えています。 

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１０歳代

3.2%
２０歳代

3.2%
３０歳代

15.6%

４０歳代

9.0%

５０歳代

10.6%

６０～６４歳

6.2%６５～７４歳

11.3%

７５歳以上

38.2%

無回答

2.8%

１０歳代

0.0%

２０歳代

0.9% ３０歳代

8.6%

４０歳代

6.0%

５０歳代

6.0%

６０～６４歳

9.5%

６５～７４歳

13.8%

７５歳以上

53.4%

無回答

1.7%

集計母数 116 名 

件数

33

3

4

4

8

10

5

53

198

16

122

456

選択肢

７．精神障害

８．要介護認定（要支援1～2、要介護1～5）

集計母数435名

９．障害者手帳や要介護認定はない

１０．その他障害

１．肢体不自由

２．視覚障害

３．聴覚平衡機能障害

無回答

計

４．音声言語機能障害

５．内部障害

６．知的障害

7.6%
0.7%
0.9%
0.9%
1.8%
2.3%
1.1%

12.2%
45.5%

3.7%
28.0%

0% 20% 40% 60%

集計母数 435 名 
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③ 普段の徒歩などで外出する際の状況 
・「特に使用していない方」以外では、「子どもと手をついでいる（子どもも徒歩）」や「杖（体を支え
るもの）を使用している」が多くなっています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方は、「杖（体を支えるもの）を使用している」や「車いす
を使用している」「介助、サポートの方と外出している」が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

集計母数 435 名 

集計母数 116 名 

件数

268

52

0

15

11

1

13

33

57

23

35

508

１．特に使用していない

９．子どもと手をつないでいる（子どもも徒歩）

無回答

計

３．白杖を使用している

８．ベビーカーを使用している

６．電動シニアカーを使用している

７．介助、サポートの方と外出している

２．杖（体を支えるもの）を使用している

選択肢

４．車いすを使用している

５．シルバーカーなどの手押し車を使用して
いる

１０．その他

61.6%

12.0%

0.0%

3.4%

2.5%

0.2%

3.0%

7.6%

13.1%

5.3%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80%

件数

49

43

0

14

9

1

12

1

2

10

3

144

選択肢

１．特に使用していない

９．子どもと手をつないでいる（子どもも徒歩）

無回答

計

３．白杖を使用している

８．ベビーカーを使用している

６．電動シニアカーを使用している

７．介助、サポートの方と外出している

２．杖（体を支えるもの）を使用している

１０．その他

４．車いすを使用している

５．シルバーカーなどの手押し車を使用して
いる

42.2%

37.1%

0.0%

12.1%

7.8%

0.9%

10.3%

0.9%

1.7%

8.6%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%
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④ 岡田浦駅について 

●利用頻度 
・利用頻度は「年に数回程度」や「月に数回程度」「利用しない」が多くなっており、利用頻度は多く
ありません。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方は、「利用しない」や「利用したいが利用できない」が多く
なっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●岡田浦駅までの交通手段 
・交通手段は「徒歩」が多くなっており、障害者手帳や要介護認定を受けている方も同様です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ほぼ毎日

0.9%
週４～５日

1.7%
週２～３日

0.9%

週１日程度

3.4%

月に数回程度

17.2%

年に数回程度

35.3%

利用したいが利

用できない

16.4%

利用しない

22.4%

無回答

1.7%

ほぼ毎日

3.9%
週４～５日

6.9% 週２～３日

1.8%

週１日程度

2.5%

月に数回程度

17.2%

年に数回程度

41.4%

利用した

いが利用

できない

6.4%

利用しない

16.3%

無回答

3.4%

件数

284

50

6

10

34

1

1

2

2

390

４．自動車（自分で運転）

８．その他

無回答

計

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

選択肢

１．徒歩

２．自転車

３．バイク

集計母数321名

88.5%
15.6%

1.9%
3.1%

10.6%
0.3%
0.3%
0.6%
0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数

60

9

3

2

10

1

1

2

1

89

４．自動車（自分で運転）

８．その他

無回答

計

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

選択肢

１．徒歩

２．自転車

３．バイク

集計母数69名

87.0%
13.0%

4.3%
2.9%

14.5%
1.4%
1.4%
2.9%
1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 

集計母数 435 名 集計母数 116 名 
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●岡田浦駅を利用する際に不便に思うことや利用できない理由 
・不便に思うことや利用できない理由は「エレベーターがない」が最も多く、「車で送迎時に乗り降りする
スペースが不十分」「エスカレーターがない」「駅員がいない」「階段の段数が多い」も多くなっています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方も同様の傾向となっており、特に「エレベーターがない」は
6割を超えています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次ページにつづく 

件数

78

67

4

4

3

4

8

3

1

2

15

23

1

4

4

11

8

124

19

106

3

2

1２３．階段の手すりに点字がない

１４．路線図がない

１６．路線図の文字が小さくて見えにくい

１７．音声案内がない

１８．駅員がいない

１９．運行情報案内表示がない

２０．階段の段数が多い

２１．階段の手すりが高い

２２．階段の手すりが低い

１５．路線図が高くて見えにくい

１０．料金表がない

１１．料金表が高くて見えにくい

１２．料金表の文字が小さくて見えにくい

１３．料金表に点字がない

６．券売機の高さが高い

７．券売機の障害者割引ボタンがどこにある
かわかりにくい

８．券売機の下にけり込みがなくて車いすで
使いにくい

４．誘導ブロックが劣化している

９．券売機に点字がない

選択肢

１．改札口に階段等の段差がある

２．改札口が狭くて通りにくい

３．誘導ブロックがない

５．誘導ブロックが適切に配置されていない

集計母数349名

22.3%

19.2%

1.1%

1.1%

0.9%

1.1%

2.3%

0.9%

0.3%

0.6%

4.3%

6.6%

0.3%

1.1%

1.1%

3.2%

2.3%

35.5%

5.4%

30.4%

0.9%

0.6%

0.3%

0% 20% 40% 60% 件数

30

15

1

0

0

3

6

1

1

0

8

9

0

2

2

4

3

40

4

41

2

1

0

１６．路線図の文字が小さくて見えにくい

１７．音声案内がない

１８．駅員がいない

１９．運行情報案内表示がない

２０．階段の段数が多い

２１．階段の手すりが高い

２２．階段の手すりが低い

２３．階段の手すりに点字がない

１５．路線図が高くて見えにくい

１０．料金表がない

１１．料金表が高くて見えにくい

１２．料金表の文字が小さくて見えにくい

１３．料金表に点字がない

６．券売機の高さが高い

７．券売機の障害者割引ボタンがどこにある
かわかりにくい

８．券売機の下にけり込みがなくて車いすで
使いにくい

１４．路線図がない

４．誘導ブロックが劣化している

９．券売機に点字がない

選択肢

１．改札口に階段等の段差がある

２．改札口が狭くて通りにくい

３．誘導ブロックがない

５．誘導ブロックが適切に配置されていない

集計母数88名

34.1%

17.0%

1.1%

0.0%

0.0%

3.4%

6.8%

1.1%

1.1%

0.0%

9.1%

10.2%

0.0%

2.3%

2.3%

4.5%

3.4%

45.5%

4.5%

46.6%

2.3%

1.1%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
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※前ページのつづき 

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 

  

件数

173

126

22

22

43

3

1

50

45

85

129

86

35

42

66

15

1,438

３８．その他

３５．駅までの経路が狭い

３６．駅までの経路の交通量が多く危険

３７．特にない

無回答

計

２８．トイレが狭くて使いにくい

２９．トイレの音声案内がない

３０．トイレの点字案内板がない

３１．多機能トイレがない

３２．ベンチなど休憩施設が不十分

３３．地下通路が暗い

選択肢

２４．エレベーターがない

３４．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

２６．スロープの勾配がきつい

２７．トイレが狭くて車いすで使えない

２５．エスカレーターがない

集計母数349名

49.6%

36.1%

6.3%

6.3%

12.3%

0.9%

0.3%

14.3%

12.9%

24.4%

37.0%

24.6%

10.0%

12.0%

18.9%

4.3%

0% 20% 40% 60% 件数

55

36

7

13

8

0

0

17

12

25

27

16

9

4

17

3

422

３８．その他

選択肢

２４．エレベーターがない

３４．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

３５．駅までの経路が狭い

３６．駅までの経路の交通量が多く危険

３７．特にない

無回答

計

２８．トイレが狭くて使いにくい

２９．トイレの音声案内がない

３０．トイレの点字案内板がない

３１．多機能トイレがない

３２．ベンチなど休憩施設が不十分

３３．地下通路が暗い

２６．スロープの勾配がきつい

２７．トイレが狭くて車いすで使えない

２５．エスカレーターがない

集計母数88名

62.5%

40.9%

8.0%

14.8%

9.1%

0.0%

0.0%

19.3%

13.6%

28.4%

30.7%

18.2%

10.2%

4.5%

19.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80%
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⑤ 西信達公民館について 

●利用頻度 
・利用頻度は「利用しない」や「年に数回程度」が多くなっており、利用頻度は多くありません。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方も同様の傾向となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●西信達公民館までの交通手段 
・交通手段は「徒歩」が多くなっており、「自転車」や「自動車（自分で運転）」も多くなっています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方は「徒歩」が多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
  
 
 
 
 
 
 
 

件数

24

3

1

4

6

0

0

2

0

40

３．バイク

４．自動車（自分で運転）

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

８．その他

無回答

計

集計母数31名

選択肢

１．徒歩

２．自転車

77.4%
9.7%

3.2%
12.9%

19.4%
0.0%
0.0%

6.5%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

件数

68

34

3

25

16

0

0

4

0

150

３．バイク

４．自動車（自分で運転）

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

８．その他

無回答

計

選択肢

１．徒歩

２．自転車

集計母数98名

69.4%
34.7%

3.1%
25.5%

16.3%
0.0%
0.0%

4.1%
0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

週４～５日

0.9%
週１日程度

0.9%

月に数回程度

3.4%

年に数回程度

21.6%

利用したいが利

用できない

5.2%

利用しない

62.1%

無回答

6.0%

ほぼ毎日

0.2%

週４～５日

0.2%
週１日程度

0.7%

月に数回程度

1.8%

年に数回程度

19.5%
利用したいが利

用できない

3.0%
利用しない

68.0%

無回答

6.4%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 

集計母数 435 名 集計母数 116 名 
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●西信達公民館を利用する際に不便に思うことや利用できない理由 
・不便に思うことや利用できない理由は「駐車可能台数が少ない」が最も多く、「車で送迎時に乗り
降りするスペースが不十分」も多くなっています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方は、「エレベーターがない」が最も多く、「多機能トイレがな
い」や「車で送迎時に乗り降りするスペースが不十分」、「トイレが狭くて使いにくい」も多くなっています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次ページにつづく 

件数

6

0

0

0

0

1

0

1

5

0

0

3

0

0

13

4

0

3

8

1

0

9

6２３．ベンチなど休憩施設が不十分

１３．階段の手すりが高い

１４．階段の手すりが低い

１５．エレベーターがない

１６．エスカレーターがない

１７．スロープの勾配がきつい

１８．トイレが狭くて車いすで使えない

１９．トイレが狭くて使いにくい

２２．多機能トイレがない

２０．トイレの音声案内がない

２１．トイレの点字案内板がない

８．誘導ブロックが適切に配置されていない

選択肢

７．誘導ブロックが劣化している

６．誘導ブロックがない

２．案内表示が高くて見えにくい

３．案内表示の文字が小さくて見えにくい

４．音声案内がない

５．筆談に対応していない

１．出入口に階段等の段差がある

集計母数37名

９．入口に手すりがない

１０．入口の手すりが高い

１１．入口の手すりが低い

１２．階段の段数が多い

16.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

0.0%

2.7%

13.5%

0.0%

0.0%

8.1%

0.0%

0.0%

35.1%

10.8%

0.0%

8.1%

21.6%

2.7%

0.0%

24.3%

16.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%件数

11

1

2

2

0

2

0

1

6

0

0

6

0

0

19

7

0

4

12

1

0

13

11２３．ベンチなど休憩施設が不十分

１３．階段の手すりが高い

１４．階段の手すりが低い

１５．エレベーターがない

１６．エスカレーターがない

１７．スロープの勾配がきつい

１８．トイレが狭くて車いすで使えない

１９．トイレが狭くて使いにくい

２２．多機能トイレがない

２０．トイレの音声案内がない

２１．トイレの点字案内板がない

８．誘導ブロックが適切に配置されていない

選択肢

７．誘導ブロックが劣化している

６．誘導ブロックがない

２．案内表示が高くて見えにくい

３．案内表示の文字が小さくて見えにくい

４．音声案内がない

５．筆談に対応していない

９．入口に手すりがない

１０．入口の手すりが高い

１１．入口の手すりが低い

１２．階段の段数が多い

１．出入口に階段等の段差がある

集計母数111名

9.9%

0.9%

1.8%

1.8%

0.0%

1.8%

0.0%

0.9%

5.4%

0.0%

0.0%

5.4%

0.0%

0.0%

17.1%

6.3%

0.0%

3.6%

10.8%

0.9%

0.0%

11.7%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
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※前ページのつづき 

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

件数

2

11

31

24

9

10

25

18

18

246計

２８．施設までの経路が狭い

２９．施設までの経路の交通量が多く危険

３０．特にない

３１．その他

無回答

選択肢

２４．施設内の通路が狭い

２５．施設内が暗い

２６．駐車可能台数が少ない

２７．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

集計母数111名

1.8%

9.9%

27.9%

21.6%

8.1%

9.0%

22.5%

16.2%

16.2%

0% 10% 20% 30% 40% 件数

2

2

7

9

3

5

6

9

5

108
集計母数37名

計

２８．施設までの経路が狭い

２９．施設までの経路の交通量が多く危険

３０．特にない

３１．その他

無回答

選択肢

２４．施設内の通路が狭い

２５．施設内が暗い

２６．駐車可能台数が少ない

２７．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

5.4%

5.4%

18.9%

24.3%

8.1%

13.5%

16.2%

24.3%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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⑥ 西信達郵便局について 

●利用頻度 
・利用頻度は「利用しない」や「年に数回程度」「月に数回程度」が多くなっており、利用頻度は多く
ありません。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方も同様の傾向となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●西信達郵便局までの交通手段 
・交通手段は「徒歩」が多くなっており、「自転車」や「自動車（自分で運転）」も多くなっています。 
・障害者手帳や要介護認定を受けている方も「徒歩」が多くなっており、「自動車（家族などが運
転）」や「自転車」も多くなっています。 

 
 
 
 
 
 

 
 
【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
  
 
 
 
 
 
 

件数

41

18

4

13

20

0

1

3

1

101

選択肢

１．徒歩

２．自転車

無回答

計

集計母数75名

３．バイク

４．自動車（自分で運転）

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

８．その他

54.7%24.0%
5.3%

17.3%
26.7%

0.0%
1.3%
4.0%

1.3%

0% 20% 40% 60%

件数

167

121

15

119

57

0

1

3

2

485

選択肢

１．徒歩

２．自転車

無回答

計

集計母数319名

３．バイク

４．自動車（自分で運転）

５．自動車（家族などが運転）

６．タクシー

７．バス

８．その他

52.4%
37.9%

4.7%
37.3%

17.9%
0.0%
0.3%
0.9%
0.6%

0% 20% 40% 60%

週２～３日

0.9% 週１日程度

5.2%

月に数回程度

25.0%

年に数回程度

33.6%

利用したいが利

用できない

2.6%

利用しない

28.4%

無回答

4.3%

週４～５日

0.2%

週２～３日

1.1%

週１日程度

3.2%

月に数回程度

26.7%

年に数回程度

42.1%

利用したいが利

用できない

0.7%

利用しない

23.0%

無回答

3.0%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 

集計母数 435 名 集計母数 116 名 
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●西信達郵便局を利用する際に不便に思うことや利用できない理由 
・不便に思うことや利用できない理由は「特にない」が最も多く、「駐車可能台数が少ない」も多くなっ
ており、障害者手帳や要介護認定を受けている方も同様です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※次ページにつづく 

 
 

件数

3

0

0

1

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

3

1

1

0

20

11

７．誘導ブロックが劣化している

８．誘導ブロックが適切に配置されていない

９．入口に手すりがない

１０．入口の手すりが高い

１１．入口の手すりが低い

１２．スロープの勾配がきつい

１．出入口に階段等の段差がある

２．案内表示が高くて見えにくい

３．案内表示の文字が小さくて見えにくい

４．音声案内がない

５．筆談に対応していない

６．誘導ブロックがない

２２．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

１３．トイレが狭くて車いすで使えない

１４．トイレが狭くて使いにくい

１５．トイレの音声案内がない

１６．トイレの点字案内板がない

１７．多機能トイレがない

１８．ベンチなど休憩施設が不十分

１９．施設内の通路が狭い

２０．施設内が暗い

２１．駐車可能台数が少ない

集計母数78名

選択肢

3.8%

0.0%

0.0%

1.3%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

0.0%

3.8%

1.3%

1.3%

0.0%

25.6%

14.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%件数

5

1

0

3

3

1

0

0

5

0

0

0

0

0

1

0

7

4

5

1

108

32

７．誘導ブロックが劣化している

８．誘導ブロックが適切に配置されていない

９．入口に手すりがない

１０．入口の手すりが高い

１１．入口の手すりが低い

１２．スロープの勾配がきつい

１．出入口に階段等の段差がある

２．案内表示が高くて見えにくい

３．案内表示の文字が小さくて見えにくい

４．音声案内がない

５．筆談に対応していない

６．誘導ブロックがない

２２．車で送迎時に乗り降りするスペースが不
十分

１３．トイレが狭くて車いすで使えない

１４．トイレが狭くて使いにくい

１５．トイレの音声案内がない

１６．トイレの点字案内板がない

１７．多機能トイレがない

１８．ベンチなど休憩施設が不十分

１９．施設内の通路が狭い

２０．施設内が暗い

２１．駐車可能台数が少ない

集計母数322名

選択肢

1.6%

0.3%

0.0%

0.9%

0.9%

0.3%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

2.2%

1.2%

1.6%

0.3%

33.5%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
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※前ページのつづき 

【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 西信達公民館と西信達郵便局以外で、よく利用する施設、利用したいが利用
できない施設について 

・ 西信達公民館と西信達郵便局以外で、よく利用する施設、利用したいが利用できない施設は「区
民会館」や「イオンモールりんくう泉南」、「泉南市役所」が多くなっています。 
・ 障害者手帳や要介護認定を受けている方は「泉南市役所」が多くなっています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【障害者手帳や要介護認定を受けている方】 
  
 
 
 
 
 

  

件数

16

14

131

29

43

409

２３．施設までの経路が狭い

２４．施設までの経路の交通量が多く危険

２５．特にない

２６．その他

集計母数322名

計

無回答

選択肢

5.0%

4.3%

40.7%

9.0%

13.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 件数

2

4

25

12

15

105

２３．施設までの経路が狭い

２４．施設までの経路の交通量が多く危険

２５．特にない

２６．その他

集計母数78名

計

無回答

選択肢

2.6%

5.1%

32.1%

15.4%

19.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

件数 件数 件数

6 1 1

5 1 1

4 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1

2 1

2 1 1

1 1 1

1 1 45

コンビニ

あいぴあ泉南

集会所

りんくう南浜公園

区民センター

ルンビニ園 計

ラムー

施設名施設名

西信達小体育館

温水プール

泉南郵便局

泉南市体育館

町会館（老人会館）

農協さん

避難所

西信達北老人集会場

区民会館

イオンモールりんくう泉南

泉南市役所

図書館

ぽかぽか

西信達老人集会場

寺

老人集会場

集会場

岡田浦漁港近くの公園

イオン内の郵便局

西信達小学校

泉南特別養護老人ホー
ムなでしこりんくう

1

施設名

件数 件数

3 1

2

2

1

1 11計

泉南市役所

区民会館

施設名

区民センター

泉南特別養護老人ホームな
でしこりんくう

1

イオンモールりんくう泉南

西信達老人集会場

あいぴあ泉南

施設名
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⑧ 心のバリアフリーについて 

●認知度 
・心のバリアフリーの認知度は「心のバリアフリ
ーという言葉を知らなかった」が最も多くなっ
ています。  

 
 
 
 
 
 

●困っている人を見かけた際の声掛けや手助け 
・困っている人を見かけた際の声掛けや手助
けは「少しためらうができる」が最も多く、「た
めらわずにできる」も多くなっています。  

 
 
 
 
 
 
 

●声掛けや手助けを「できない、しない」と回答した理由 
・声掛けや手助けを「できない、しない」理由は「人のことに気を配る余裕はないので」が最も多く、「ど
のように手助けをすればよいかわからないので」も多くなっています。  

 
 
 
 
 
 

  

心のバリアフリーと

いう言葉の意味を

知っていた

21.8%

心のバリアフリーと

いう言葉は聞いたこ

とがあるが意味は

知らなかった

22.3%

心のバリアフリーと

いう言葉を知らな

かった

46.0%

無回答

9.9%

ためらわず

にできる

32.0%

少しためらう

ができる

51.0%

できない、し

ない

11.7%

無回答

5.3%

ためらわず

にできる

32.0%

少しためらう

ができる

51.0%

できない、し

ない

11.7%

無回答

5.3%

件数

5

9

18

21

0

12

2

67

集計母数51名

４．人のことに気を配る余裕がないので

５．見かけても気にならないので

６．その他

無回答

選択肢

１．恥ずかしいので

２．相手の迷惑になると思うので

３．どのように手助けすればよいかわからな
いので

計

9.8%

17.6%

35.3%

41.2%

0.0%

23.5%

3.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

集計母数 435 名 

集計母数 435 名 
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●あなたが困っている際に手助けを求めること 
・あなたが困っている際に手助けを求めること
は「少しためらうができる」が最も多く、「でき
ない、しない」も多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 

●手助けを求めることを「できない、しない」と回答した理由 
・手助けを求めることを「できない、しない」理由は「相手の迷惑になると思うので」が最も多くなっていま
す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ためらわず

にできる

16.8%

少しためらう

ができる

53.8%

できない、し

ない

22.3%

無回答

7.1%

件数

21

53

17

21

29

4

1

146
集計母数97名

３．断られるのが嫌なので

４．ひとりでできるので

５．手助けしてもらおうと思ったことがないの
で

６．その他

無回答

計

選択肢

１．恥ずかしいので

２．相手の迷惑になると思うので

21.6%

54.6%

17.5%

21.6%

29.9%

4.1%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80%

集計母数 435 名 



27 

３．地区の課題 
まち歩き点検や意見交換会、住民アンケートのほか、現地踏査の結果を踏まえ、岡田浦駅周辺地

区の課題は以下のようになります。 
 

（1）岡田浦駅 
●料金表や路線図について、文字の大きさや高さなど見やすさの改善 
●券売機について、見やすさの改善や車いす利用への対応、設置数の増設 
●和歌山方面ホームの車いす利用への対応 
●南改札の車いす利用への対応 
●インターホン等の呼び出し対応の改善 
●階段手すりや点字位置の改善 
●地下通路の明るさの改善や防犯対策 
●トイレの車いす利用への対応 
●視覚障害者誘導用ブロックの適正な配置 
●安全なホーム幅や路面の凸凹の改善、電車出入口との高低差の改善 
●音声案内や文字情報等、視覚・聴覚障害者への対応 

 

（2）道路 
●安全な歩行環境の確保 
●凸凹や横断勾配の改善 
●グレーチングや側溝蓋の改善 
●路面標示の修繕 
●歩道の雑草対策 

 

（3）建築物 
●段差の改善やエレベーターの設置 
●トイレやバリアフリートイレ（多機能トイレ）の設置や改善 
●ベンチ等休憩設備の設置・充実 
●駐車スペースの確保 

 

（4）公園 
●園路の雑草対策 
●便座の洋式化やバリアフリートイレの改善  
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Ⅴ．岡田浦駅周辺地区のバリアフリー化のための事業 

１．事業の方針 
岡田浦駅周辺地区の課題等を踏まえ、バリアフリー化のための事業を位置づけ、特定事業について

は、必要に応じて具体的な整備計画である特定事業計画を作成し、事業を実施していきます。また、
特定事業に該当しないその他の事業・ソフト事業についても推進していきます。 
なお、岡田浦駅周辺地区においては(仮称)西信達義務教育学校の新設計画や、西信達小学校

の跡地利用、西信達公民館の今後の在り方等が検討中となっており、西信達小学校と隣接する岡田
浦駅や道路についても一体的な整備検討が進められていくことになります。これらが整備されるまでの間
は、既存施設の移動等円滑化基準への適合に努め、かつバリアフリー化された設備等を適切に維持す
ることとします。 

 
【バリアフリー法で定める特定事業の種類】 
特定事業とは、基本構想で位置づけた生活関連施設、生活関連経路等のバリアフリー化を具体

化するためのものです。特定事業はハード施策に係る６つの事業と、ソフト施策に係る１つの事業で
構成されます。また、特定事業以外のハード施策やソフト施策は「その他の事業」として分類されます。
なお、基本構想に特定事業を定めた場合、その特定事業を実施すべき者には、特定事業計画の作
成とこれに基づく事業実施の義務が課せられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

特定事業 

ハード施策 
●公共交通特定事業 
●道路特定事業 
●路外駐車場特定事業 
●都市公園特定事業 
●建築物特定事業 
●交通安全特定事業 

ソフト施策 
●教育啓発特定事業 

その他の事業 

●特定事業以外の事業 
●ソフト施策 
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２．バリアフリー化のための事業 
まちあるき点検・意見交換会で当事者等からいただいた意見や住民アンケートの結果より把握した、

岡田浦駅周辺地区の現状と課題等を踏まえ、バリアフリー化のための事業や目標時期、実施主体を
設定します。 
バリアフリー化の実現については、令和 14（2032）年度を目標年次として定めます。しかし、西信

達小学校の跡地利用との一体的に進める事業等、目標年次までの整備が不明確なものがあることから、
事業の実施時期をそれぞれの事業の完了目標時期によって、短期、中期、継続、一体の 4 つに分類
します。 
 

〈実施時期の区分〉 
短期 概ね 5年後（令和 11（2029）年度）までの事業完了 
中期 目標年次（令和 14（2032）年度）までの事業完了 
継続 継続して取組み・検討していく事業 

一体 
西信達小学校の跡地利用と一体的に進める事業で、特定事
業に位置づけるが、跡地利用計画の熟度や進捗に応じ具体
的な整備手法を検討し、適宜、事業内容の見直しを行う 

 

（1）岡田浦駅のバリアフリー化事業 
岡田浦駅のバリアフリー化事業は、駅周辺地区整備事業による道路改良、踏切改良や駅前広場

の整備計画の内容によって、駅舎の位置も含めた検討を要するものであり、各事業者間で整備内容
や実施時期を綿密に協議し、二重投資（手戻り）を避けながら、実施可能な事業から着手します。 

■岡田浦駅のバリアフリー化事業（1/2） 
【事業主体︓南海電気鉄道】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定 
事業 備考 

短期 中期 一体 
改
札
付
近 

券売機・路線図の改善    

料金表や路線図の見やすさの改善   ● 〇  

券売機の見やすさの改善、車いす利用への
対応   ● 〇  

音声案内や文字情報等の多様な手段に
よる情報提供設備の整備   ● 〇  

券売機設置数の増設   ● 〇  

南改札の改善   ● 〇  

インターホン等の呼び出し対応の改善   ● 〇  
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■岡田浦駅のバリアフリー化事業（2/2） 
【事業主体︓南海電気鉄道】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定 
事業 備考 

短期 中期 一体 
通
路
・
垂
直
移
動
施
設 

階段・地下通路の改善    

和歌山方面ホームの車いす利用への対応   ● 〇  

手すりの点字位置の改善 ※  ● 〇 ※整備内容によっては先行
着手可能 

階段・通路への２段手すりの設置 ※  ● 〇 ※整備内容によっては先行
着手可能 

明るさの改善 ※  ● 〇 ※整備内容によっては先行
着手可能 

防犯用の角ミラー・防犯ブザーの設置 ※  ● 〇 ※整備内容によっては先行
着手可能 

スロープの改善    

勾配の改善   ● 〇  

２段手すりの設置   ● 〇  

ト
イ
レ 

トイレの整備・改善    

音声案内の設置 ※  ● 〇 ※整備内容によっては先行
着手可能 

車いすやオストメイト等にも対応したバリアフ
リートイレの設置   ● 〇  

適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置   ● 〇  

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム 

ホームの改善    

ホーム路面の凸凹の改善   ● 〇  

適切な視覚障害者誘導用ブロックの設置   ● 〇  

音声案内や文字情報等の多様な手段に
よる情報提供設備の整備   ● 〇  

ホーム幅の拡幅   ● 〇  

車両にあわせたホーム高さの改善   ● 〇  

そ の
他 

必要な支援の理解や接遇向上のための研
修等の実施      

     

（継続） 
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（2）道路のバリアフリー化事業 
【生活関連経路位置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■道路のバリアフリー化事業（1/3） 
【事業主体︓道路管理者（府）】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 短期 中期 一体 

生活関連経路Ⅰ 府道 岡田浦停車場線 及び 府道 大苗代岡田浦停車場線 
歩道の設置等道路空間の再配分 
（踏切内も含む）   ● 〇 ※1 

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善   ● 〇  

視覚障害者誘導用ブロックの設置 
（踏切内も含む）   ● 〇 ※2 

準生活関連経路１ 府道 岡田浦停車場線 
カラー舗装や路側線等による歩行空間の明
確化      

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善     ※3 

継続的な維持管理を通じた舗装面の適切
な管理      

その他 
視覚障害者誘導用ブロック等への理解促進
に関する取組みや啓発      

※1 歩道の設置には用地買収が必要不可欠で、市及び地域の協力のもと実施に向け進める。 
※2 歩道整備に合わせて実施検討する。 
※3 個人で設置した側溝又は占用許可を得て施工している側溝等については改善指導を行う。 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 
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■道路のバリアフリー化事業（2/3） 
【事業主体︓道路管理者（市）】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 

短期 中期 一体 
生活関連経路Ⅱ 市道 岡田駅上線 

歩道の設置等道路空間の再配分   ● 〇  

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善  ●  〇 ※1 

舗装面・段差・勾配の改善  ●  〇  

視覚障害者誘導用ブロックの設置   ● 〇 ※2 

生活関連経路Ⅲ 市道 北野岡田湊線 

歩道の設置等道路空間の再配分   ● 〇  

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善  ●  〇 ※1 

舗装面・段差・勾配の改善  ●  〇  

視覚障害者誘導用ブロックの設置   ● 〇 ※2 

路側線等の路面標示の維持・修繕      

生活関連経路Ⅳ りんくう南周回線 
継続的な維持管理を通じた舗装面や視覚
障害者誘導用ブロックの適切な管理      

草刈等、植栽や雑草の適切な維持管理      

生活関連経路Ⅴ 市道 市場岡田線 
継続的な維持管理を通じた舗装面や視覚
障害者誘導用ブロックの適切な管理      

草刈等、植栽や雑草の適切な維持管理      

※1 個人で設置した側溝又は占用許可を得て施工している側溝等については改善指導を行う。 
※2 歩道整備に合わせて実施検討する。 

 
  

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 
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■道路のバリアフリー化事業（3/3） 
【事業主体︓道路管理者（市）】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 

短期 中期 一体 
準生活関連経路１ 市道 岡田戎海岸線 
カラー舗装や路側線等による歩行空間の明
確化     ※1 

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善  ●   ※2 

継続的な維持管理を通じた舗装面の適切
な管理      

準生活関連経路２ 市道 紺谷川明覚寺旧墓地線   
カラー舗装や路側線等による歩行空間の明
確化     ※1 

継続的な維持管理を通じた舗装面の適切
な管理      

準生活関連経路３ 市道 岡田駅上線    
カラー舗装や路側線等による歩行空間の明
確化      

側溝や側溝蓋、グレーチングの改善  ●   ※2 

継続的な維持管理を通じた舗装面の適切
な管理      

その他 
視覚障害者誘導用ブロック等への理解促進
に関する取組みや啓発      

※1 狭あい道路の為、建物の建替え時、道路後退を指導し空間確保に努める。 
※2 個人で設置した側溝又は占用許可を得て施工している側溝等については改善指導を行う。 
 
【事業主体︓施設管理者】 

バリアフリー化事業 
目標時期 特定

事業 備考 短期 中期 一体 

適切な駐車場利用の広報・啓発      

不法駐車車両の指導・広報・啓発      

 

  

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 
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（3）路外駐車場のバリアフリー化事業 
岡田浦駅周辺地区においては、路外駐車場の生活関連施設への位置づけはありませんが、今後、

特定路外駐車場※を新たに整備する際には、移動等円滑化基準に適合した整備が必要です。 
 
※特定路外駐車場とは、駐車の用に供する部分が 500㎡以上、かつその利用に対して料金を徴
収している路外駐車場のうち、道路付属物であるもの、公園施設であるもの、建築物であるもの、
建築物に付随しているものを除いた駐車場のことです。 

 
 

（4）都市公園のバリアフリー化事業 
■都市公園のバリアフリー化事業 
 【事業主体︓公園管理者（市）】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 短期 中期 一体 

りんくう南浜公園    

視覚障害者誘導用ブロックの設置  ●   ※1 

便座の洋式化等トイレ設備の充実・改善  ●   ※1 

オストメイト対応等バリアフリートイレの改善  ●   ※1 

草刈等、植栽や雑草の適切な維持管理      

りんくう南浜１号緑地    

園路の舗装面の改善     ※2 

草刈等、植栽や雑草の適切な維持管理      

※1 他事業との予算配分等を考慮しながら実施する。 
※2 具体的な目標時期は定めず、長期的に検討していく。 

 

  

（継続） 

（継続） 
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（5）建築物等生活関連施設のバリアフリー化事業 
(仮称)西信達義務教育学校の新設計画や、西信達小学校の跡地利用、西信達公民館の今後

の在り方等の検討が進められており、これら新たな施設については「大阪府福祉のまちづくり条例」やバ
リアフリーに関する各種ガイドライン等に基づき可能な限りバリアフリー化を進めていくことが望まれます。 
ここでは、住民アンケートの結果等を踏まえ、目標時期は定めずに事業を位置づけ、今後、バリアフ

リー化を検討する際の参考とします。 
■【参考】建築物等生活関連施設のバリアフリー化事業 
  【事業主体︓施設管理者】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 

短期 中期 一体 
通路・垂直移動施設の整備・改善    

施設出入口の段差の改善      

エレベーター等昇降設備の設置      

出入口や階段、通路への２段手すりの設置      

ベンチ等休憩設備の設置・充実      

トイレの整備・改善    

一般トイレ・バリアフリートイレの設置・改善      

誘導・案内設備の整備・改善    
視覚障害者誘導用ブロックの適切な位置へ
の設置・改善      

点字表示の適切な位置への設置・改善      

音声案内や電光掲示板等、多様な手段による
情報提供の充実      

その他    
高齢者障害者等用駐車スペース等、適切
な駐車場利用の広報・啓発      

耳マークの掲示や筆談ボードの設置      

バリアフリー法の認定建築物の認定促進      

バリアフリー点検の継続的な実施      

整備されたバリアフリー設備の適切な維持・管理      

その他、心のバリアフリーや情報のバリアフリーに
関する取組みの実施      
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（6）交差点・交通安全設備等のバリアフリー化事業 
【生活関連経路・交差点位置図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■交差点・交通安全設備等のバリアフリー化事業 
 【事業主体︓公安委員会、道路管理者、公園管理者】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 短期 中期 一体 

交差点①（生活関連経路Ⅰと生活関連経路Ⅱとの交差点）   

横断歩道等の路面標示の維持・修繕      

交差点②（生活関連経路Ⅱと生活関連経路Ⅲとの交差点）   

横断歩道等の路面標示の維持・修繕      

交差点③（準生活関連経路２の交差点）   

横断歩道の設置     ※1 

視覚障害者誘導用ブロックの改善     ※2 

交差点④⑤⑥⑦（生活関連経路Ⅳの交差点）   

横断歩道の設置     ※1 

交差点⑧（生活関連経路Ⅴの交差点）   

音響信号の設置     ※3 

歩行者青時間延長押しボタンの設置     ※3 

横断歩道等の路面標示の維持・修繕      

エスコートゾーンの設置   

エスコートゾーンの設置 ※視覚障害者誘導用ブロックの整備状況応じ、公安委員会と 
道路管理者が協議 

※1 歩行者横断指導線での設置も含め検討していく。 
※2 具体的な目標時期は定めず、長期的に検討していく。 
※3 必要性を示すための調査等、長期的に検討していく。 

（継続） 

（継続） 

（継続） 
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（7）バリアフリー教育事業 
心のバリアフリーの取組みを実施することにより、バリアフリーに関する市民の理解と協力を得ることが

当たり前の社会となるような環境を整備することが重要であるため、令和２年の改正バリアフリー法にお
いて、継続的かつ計画的に心のバリアフリーの取組みを実施するため教育啓発特定事業が位置づけら
れました。岡田浦駅周辺地区だけに限らず、全市的な取組みとして児童等の理解を深めるために学校
の場を活用したバリアフリー教室や、住民や関係者の理解の増進等のための障害者を講師とした住民
向けのバリアフリー講習会やセミナーの開催等を通し、高齢者や障害者等の当事者の立場に立つこと
の大切さや、共生社会において必要な配慮等について理解を深め、心のバリアフリーを推進します。 

■バリアフリー教育事業 
 【事業主体︓市】 

バリアフリー化事業 目標時期 特定
事業 備考 

短期 中期 一体 
車いす利用・視覚障害者（アイマスク）・高
齢者等バリアフリー体験教室の開催    〇  

手話・点字・盲導犬等学習の実施    〇  

各学年の発達段階に合わせた心のバリアフリー
学習の実施    〇  

支援学級や支援学校、地域にお住まいの障害
者等との交流会の開催    〇  

地域にお住まいの障害者等を招いた講演会の
開催    〇  

バリアフリーマップの作成や大阪府公表のバリ
アフリートイレマップとの連携      

 

【大阪府バリアフリートイレマップのイメージ】 
※「大阪府バリアフリートイレマップ」
で検索していただくか、下記の
QRコードからバリアフリートイレマッ
プにアクセスできます。 

 

 

  

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 

（継続） 
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Ⅵ．今後の取組み 

１．基本構想の進行管理・管理体制 
今後、本基本構想で定めた基本理念と基本方針を踏まえ、本基本構想の中で位置づけたバリアフ

リー事業を中心にバリアフリー化を推進していきます。また、バリアフリー化を実現するためには、特定事業
計画の作成、ハード・ソフト施策の実施を着実に図っていくための進行管理が必要です。そのためには、
単に事業を実施するのではなく、事業の進捗状況等についての適切に評価をおこない、必要に応じて計
画を見直すといった、段階的・継続的な改善活動の取組み（スパイラルアップ）が必要となります。 
そのため、基本構想策定時に結成された協議会が中心となり、計画の策定(Plan)、事業の実施

(Do)、進捗状況の把握・検証(Check)、必要に応じた見直し(Action)を行う、PDCA サイクルにより
進行管理を実施し、地域住民や施設利用者等への情報提供に努め、バリアフリー整備を継続的に推
進していきます。なお、岡田浦駅周辺地区においては(仮称)西信達義務教育学校の新設計画や、西
信達小学校の跡地利用、西信達公民館の今後の在り方等が検討中となっていることから、計画の熟
度や進捗に応じ、本基本構想や特定事業計画を適宜見直し、バリアフリー化を図ります。 

【PDCA サイクルによるスパイラルアップと進行管理のイメージ】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 令和 6年度 令和 7年度～ 令和 11年度～ 令和 14年度～ 

Plan 基本構想策定 特定事業計画作成 
（各事業主体）   

Do  
事業実施（各事業主体） 

Check  
  中間進捗評価 

（協議会） 
進捗評価 
（協議会） 

Action   必要に応じ事業等
を見直し 

基本構想・特定事
業計画の見直し 
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２．バリアフリー化の更なる拡充に向けた取組み 
本基本構想は、岡田浦駅周辺地区を対象とした計画となっていますが、近年の社会情勢を踏まえ、

ソフト施策等の全市的なバリアフリー化の更なる拡充に向けた取組みが必要です。 
 

（1）移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の策定による全市的な取組み 
移動等円滑化促進方針（マスタープラン）は、複数の重点整備地区を包括したエリアにおいて、市

域全体のバリアフリー化の方針を示し、広くバリアフリーについて考え方を共有するものであり、重点整備
地区ごとに策定されているバリアフリー基本構想の上位に位置する計画です。今後、全市的な更なる
バリアフリー化の促進に向け、本市においても移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の策定を検
討します。 
 

（2）心のバリアフリーの推進 
「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めよ

うとコミュニケーションをとり、支え合うことです。国が定める移動等円滑化の促進に関する基本方針で
は、施設において円滑な移動及び利用を促進するためには、ハード整備だけではなく、バリアフリー化さ
れた施設を利用する人による配慮や高齢者、障害者等の移動等に手助けすることなどの支援が重
要であり、国民の責務であると明記されています。各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイ
ントは、「ユニバーサルデザイン 2020行動計画」では、以下の 3点とされています。 

（１）障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデ
ル」を理解すること。 

（２）障害のある人（及びその家族）への差別（不当な差別的取扱い及び合理的配慮の
不提供）を行わないよう徹底すること。 

（３）自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が
抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 

本市では、このような認識（心のバリアフリー）を周知するため、心のバリアフリーパンフレットの作成
を検討し、「せんなん伝市メール講座」等を活用して積極的に理解を深める取組みを推進します。ま
た、各事業者や施設管理者においても、社員・職員におけるバリアフリーの意識を高める教育を充実
させるとともに、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れながら、高齢者や障害者等の多様なニーズ
に応える商品やサービスの提供に努めるなど、心のバリアフリーを推進することが重要です。 

 

（3）情報のバリアフリーの推進 
公共交通機関や施設を利用する際の移動に関する情報は、日常生活だけではなく、非常時の安

全確保の観点からも重要です。情報を発信する際には、必要な情報を、年齢、心身の状況や言語
の違いなどに関係なく入手できるよう、文字や音声、絵文字等のサイン、点字、多言語等の多様な手
段により分かりやすく発信するなど、情報のバリアフリーに係る取組みを推進します。 
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（4）バスやタクシー等の車両のバリアフリー化への取組み 
鉄道車両やバス車両、タクシー車両※のバリアフリー化は、本市だけでなく周辺自治体も含め、運

行事業者と連携した全体的な取組みとして推進する必要があります。現在も各運行事業者によりガ
イドラインに基づく車両のバリアフリー化が推進されていますが、市民のみならず来訪者も快適に移動・
利用できるよう、今後も引き続きバリアフリー化に取組みます。 

 
※タクシーのバリアフリー化の一環として、UD（ユニバーサルデザイン）タクシーの導入が推進されて
います。UD タクシーとは、健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビ
ーカー利用の親子連れ、妊娠中の方等、誰もが利用しやすい"みんなにやさしい新しいタクシー
車両"で、誰もが普通に使える一般のタクシーです。 

 
【UD タクシーの認証マーク】 
     UD レベル準 1           UD レベル 1            UD レベル 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どのレベルでもスロープやその他車いす利用者の乗
降を円滑にする設備が備えられていますが、レベルが
高いほど、乗降口が広く、乗降口の地上からの高さが
低いなど、より利用しやすくなっています。 

 

出典︓国土交通省ホームページ 
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（5）自転車利用者のマナー向上への取組み 
近年、自転車と歩行者等の接触事故の報道が多くな

っており、特に聴覚障害者や視覚障害者にとっては、自
転車の接近が分かりにくく、自転車利用の交通ルール遵
守とマナー向上が必要です。公安委員会等とも連携し、
マナーアップキャンペーンや講習会、小学校等への出前
講座の実施のほか、ホームページや広報、ポスター等、多
様な媒体を通じた啓発活動等を積極的に展開し、自転
車利用者のルール遵守、マナー向上に取組みます。 

 
 
 
 

出典︓大阪府ホームページ 

（6）すべての障害者に対応したバリアフリー化への取組み 
平成 18（2006）年度に施行されたバリアフリー法では、高齢者と身体障害者に加え、新たに、知

的障害、発達障害、精神障害のある方も含む、すべての障害者が対象となることが明確化されました。
そのため、身体障害者を念頭においたバリアフリー化だけでなく、知的障害、発達障害、精神障害のある
方に対応した、カームダウン・クールダウンスペース※の設置、よりわかりやすいサイン整備や接遇のあり方、
心のバリアフリー等、すべての障害者に対応した取組みについて、関係機関とも連携し検討を推進します。 

 
※カームダウン・クールダウンスペースとは、発
達障害の方、知的障害の方、精神障害
の方、認知症者等が、感情やストレスが
高まった時に、外からの音や光、目線を遮
ることで、気持ちを休ませ落ち着かせ、スト
レスの軽減やパニックを回避するためのプラ
イベートな空間のことです。また、カームダ
ウンとは気持ちを落ち着かせることを意味
し、クールダウンとは冷静になること、怒りを
冷ますことを意味しています。 

出典︓カームダウン・クールダウンについて（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団） 
 

（7）災害時の要配慮者への対応や、避難に対応したバリアフリー化への取組み 
災害や緊急時の避難で、エレベーター等の垂直移動設備が使えない場合には、要配慮者の支援

が必要となることから、災害時等における要配慮者への支援方法を検討します。また、避難所に指定
されている小中学校等のバリアフリー化や、避難路のバリアフリー化、防災教育や防災研修等の実施
等、災害対策への取組みを推進します。  
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（8）バリアフリー設備の機能分散・最適化の取組み 
近年、高齢者の増加や障害者等の社会参加、子ども連れの外出機会の増加により、バリアフリートイ

レや障害者用駐車場等、多くの設備がある施設への利用集中が問題となっています 。そのため、多様
化する利用者の特性等を踏まえ、「車いす使用者のための幅の広い障害者等用駐車スペース」だけでな
く、軽度障害者や高齢者用に「通常の幅で施設出入口に近い駐車スペース」を設ける「ダブルスペース」
の導入等、バリアフリー設備の機能集中から機能分散・最適化への取組みについて検討を推進します。 

 
【トイレの機能分散・最適化の例】 
ベビーカーが入れる便房  おむつ替えシートのある一般便房         一般便房内 
（男性トイレ）          （女性トイレ）              （女性トイレ） 
 
 
 
 
 
 

出典︓国土交通省ホームページ 

（9）性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性に対応したバリアフリー化への取組み 
令和５（2023）年６月に「性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する
国民の理解の増進に関する法律」が公布・施
行されました。そのため、性的指向※及びジェン
ダーアイデンティティ※の多様性に寛容な社会の
実現に向け、理解増進やトイレの対応等、バリ
アフリー化への取組みについて検討を進めます。 
 

※性的指向とは、恋愛感情又は性的感情
の対象となる性別についての指向のことを
指します。 

※ジェンダーアイデンティティとは、自己の属す
る性別についての認識に関するその同一
性の有無又は程度に係る意識のことを指
します。なお、本人のその時々の主張を指
すものではなく、自身の性別についてのあ
る程度の一貫性を持った認識を指すもの
とされています。 

 
出典︓内閣府ホームページ 
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9 地域住民代表 金永 久夫 地元区長 （岡田区） 副会長 

10 〃 道場 和子 泉南市婦人団体協議会 会長  

11 社会福祉協議会 上山 忠 泉南市社会福祉協議会 会長  

12 公共交通事業者 西谷 興季 
南海電気鉄道㈱ 鉄道事業本部 
えきまち計画推進部 課長 

 

13 〃 讃井 聡 
南海ウイングバス㈱ 
取締役 営業部長 

 

14 施設設置等管理者 名手 和巳 
大阪府 岸和田土木事務所 
尾崎出張所長 

 

15 公安委員会 古庄 泰則 大阪府 泉南警察署 交通課長  

16 泉南市 眞田 知彦 市民生活環境部長（公共交通）  

17 〃 加渡 賢二 福祉保険部長  

18 〃 伊藤 好幸 都市整備部長（道路等管理）  

19 〃 川端 豊 行政経営部長  

20 〃 大濵 浩二 健康子ども部長  

 アドバイザー 野村 育代 国土交通省 近畿運輸局 
交通政策部 バリアフリー推進課長  

 

 〃 加賀田 茂史 国土交通省 近畿地方整備局 
建政部 住宅整備課長 

 

 〃 秀坂 正綱 大阪府 都市整備部 住宅建築局  
建築環境課 住環境推進グループ 主査 
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２．泉南市岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想策定等協議会規則 
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３．泉南市岡田浦駅周辺地区バリアフリー基本構想策定の経過 
 

実施時期 項目 内容 

令和 6（2024）年 
7月 8日 

第１回協議会 ●会長、副会長の選出 
●バリアフリー基本構想について 
●重点整備地区、生活関連施設、生活関連経路
について 

●アンケート調査について 

令和 6（2024）年 
10月 4日 

第２回協議会 ●アンケート調査（速報）について 
●まち歩き点検・意見交換会 

令和 6（2024）年
12月 25日 

第３回協議会 ●バリアフリー基本構想（素案）について 

令和 7（2025）年 
1月 14日 

～2月 13日 

パブリックコメント ●バリアフリー基本構想（案）の公表と意見募集 

令和 7（2025）年 
2月 19日 

第４回協議会 ●パブリックコメントの結果について 
●バリアフリー基本構想の承認 
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４．心のバリアフリーの輪を広げよう 
（1）障害種別の特性 

障害種別の特性を紹介します。特性を知っておくことで、心のバリアフリーの輪を広げていきましょう。 
なお、この内容は障害種別の特性のすべてではありません。 

出典︓「障害のある方に対する心の身だしなみ」（内閣府） 
※下記の URLや QR コードから、ここに掲載したマニュアルのデータにアクセスできます。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/manual.html 
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53 

（2）バリアフリーポスター・チラシ 
国土交通省で作成されているバリアフリーのポスターやチラシを紹介します。ポスターやチラシの内容を

知ることで、心のバリアフリーの輪を広げていきましょう。                  出典︓国土交通省 
※下記の URLや QR コードから、ここに掲載したポスター・チラシのほか、パンフレット等のデータにアクセスできます。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000011.html 

【ベビーカーキャンペーンポスター（令和 6（2024）年度）】 
ベビーカーマークの普及啓発やベビーカーの安全な使用を呼びかけるためのポスターです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【子ども用車いすポスター（令和 6（2024）年度）】 
その外観からベビーカーと誤認されてしまうことが多いため、子ども用車いすの理解・配慮について周知

するポスターです。 
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【座席の利用マナー向上ポスター（令和 2（2020）年 3月）】 
鉄道・バスの座席の利用について、真に必要な方が優先的に使用できるように呼び掛けるためのポス

ターです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【エレベーターの利用円滑化ポスター（令和 3（2021）年 2月）】 
エレベーターの利用について、真に必要な方が優先的に使用できるように呼び掛けるためのポスターです。 
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【高齢者障害者用施設等の適正利用推進キャンペーンポスター（令和 6（2024）年度）】 
高齢者障害者用施設等（バリアフリートイレ、車椅子使用者駐車施設等、旅客施設等のエレベー

ター、車両等の優先席等）の適正な利用を呼び掛けるためのポスター・チラシです。 
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